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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月8日(2011.4.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
III．エピタキシャル層
　再び図１を参照すると、エピタキシャル層１１は、本技術分野で一般的に知られている
手法によって、アニールされたシリコンウェーハの表面に堆積あるいは成長される。シリ
コンウェーハの表面には転位ループがないのが好ましい。ある実施態様では、エピタキシ
ャル層の平均厚さは少なくとも約５μｍである。ある実施態様では、注入基板をアニール
して転位ループを生み出した後に、エピタキシャル層１１を成長させる。別の実施態様で
は、注入基板をアニールして転位ループを生み出すとともに、エピタキシャル層１１を成
長させる。さらに別の実施態様では、エピタキシャル層を成長させる前あるいは成長させ
た後に、注入ウェーハを部分的にアニールして転位ループを生み出す。したがって、有利
には、アニーリング工程およびエピタキシャル成長工程は同じ装置中で行なわれるだろう
。
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